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食品衛生法第２６条第３項に基づく検査命令の実施について 

 

 

 標記については、平成 22 年 3 月 30 日付け食安輸発第 0330001 号（最終改正：平

成 22 年 9 月 30 日付け食安輸発 0930 第 20 号）により実施しているところですが、

「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件（厚生労働省告示第 181 号）」に

基づき、本日から EPN の改正後の基準値が適用されることから、韓国産ミニトマト

及びその加工品（簡易な加工に限る。）の検査を受けることを命ずる具体的理由に

ついて、同通知の別表１を別添のとおり改めますので、御了知の上、関係営業者へ

の周知方よろしくお願いします。 


